
こんな審査がされました

の
検
討
委
員
会
、
在
り
方
検
討
審
議

会
、
実
施
支
援
と
い
う
こ
と
も
内
容

に
含
ま
れ
て
い
る
。
主
立
っ
た
内
容

と
し
て
は
、
現
庁
舎
が
抱
え
る
課
題

と
か
、
庁
舎
整
備
の
必
要
性
の
整

理
、庁
舎
の
機
能
と
か
、適
正
規
模
、

位
置
等
に
係
る
方
向
性
の
検
討
、
整

理
と
い
う
も
の
が
主
な
内
容
と
な
っ

て
い
る
。

配
偶
者
暴
力
被
害
者
緊
急
避
難

支
援
宿
泊
費
の
内
容
に
つ
い
て
。

例
え
ば
、
緊
急
で
幸
手
市
に
そ

う
い
う
暴
力
を
受
け
た
方
が
お
越
し

に
な
っ
て
、
そ
の
際
に
泊
ま
る
先
が

な
い
と
い
う
こ
と
が
あ
っ
た
場
合

に
、
緊
急
的
に
１
泊
分
の
宿
泊
を
全

額
支
援
す
る
費
用
に
な
っ
て
い
る
。

　

定
例
会
最
終
日
に
委
員
会
付
託
さ

れ
る
こ
と
に
な
り
、
委
員
よ
り
「
し
っ

か
り
と
議
案
の
審
査
を
行
う
べ
き
で

あ
る
と
思
う
の
で
、
継
続
審
査
に
し

て
は
、
い
か
が
か
。」
と
の
発
言
が
あ

り
、
多
数
の
同
意
見
が
あ
り
、
委
員

会
と
し
て
継
続
審
査
と
な
っ
た
。

歳
入
全
般
に
お
け
る
個
人
市
民

税
が
増
額
と
な
っ
た
要
因
に
つ
い
て
。

ま
ず
、
個
人
市
民
税
の
均
等
割

は
、
令
和
５
年
11
月
１
日
時
点
の
課

税
台
帳
を
基
と
し
て
納
税
義
務
者
数

に
、
標
準
税
率
と
徴
収
率
を
乗
じ
て

算
出
を
す
る
も
の
だ
が
、
昨
年
度
ま

で
は
、
標
準
税
率
が
特
例
税
率
と
い

う
こ
と
で
３
５
０
０
円
で
し
た
。
こ

ち
ら
が
、
今
年
度
か
ら
は
標
準
税
率

が
３
千
円
に
戻
っ
た
こ
と
か
ら
、
個

人
市
民
税
の
均
等
割
で
１
１
０
０
万

円
の
減
額
を
見
込
ん
で
い
る
。
次
に
、

所
得
割
に
つ
い
て
は
、
コ
ロ
ナ
禍
か
ら

の
復
調
が
見
え
た
こ
と
で
、
納
税
義

務
者
数
を
２
・
17
％
の
増
で
見
込
み
、

約
６
６
０
０
万
円
の
増
額
と
な
っ
て

い
る
。
こ
れ
ら
を
差
引
き
し
て
、
約

５
５
０
０
万
円
程
度
の
増
と
な
っ
た
。

ふ
る
さ
と
納
税
事
業
業
務
委
託

料
７
６
９
万
１
千
円
の
内
容
に
つ
い

て
。

現
在
、
ふ
る
さ
と
納
税
の
ポ
ー

タ
ル
サ
イ
ト
は
、
全
部
で
10
の
サ
イ

ト
を
利
用
し
て
い
る
。
こ
の
利
用
に

対
す
る
管
理
運
営
費
と
し
て
、
１
４

８
万
５
千
円
、
返
礼
品
代
と
し
て
４

５
０
万
円
、
配
送
関
係
費
用
と
し
て

１
７
０
万
５
８
０
０
円
、
こ
れ
ら
の

合
計
７
６
９
万
１
千
円
を
計
上
し
て

い
る
。吉

田
幼
稚
園
跡
地
の
維
持
管
理

に
つ
い
て
。

需
用
費
68
万
５
千
円
を
計
上

し
て
い
る
。
内
訳
は
、
消
耗
品
24
万

４
千
円
、
光
熱
水
費
が
24
万
１
千

円
、
修
繕
料
20
万
円
で
あ
る
。

通
信
運
搬
費
と
し
て
４
万
円
、
手

数
料
が
６
万
３
千
円
、
委
託
料
が

浄
化
槽
の
維
持
管
理
委
託
料
と

し
て
６
万
５
千
円
、
合
計
す
る

と
令
和
６
年
度
当
初
で
見
込
ん
だ

額
と
し
て
85
万
３
千
円
に
な
る
。

市
庁
舎
整
備
基
本
構
想
策
定
支

援
業
務
委
託
料
の
委
託
内
容
と
は
。

庁
舎
に
求
め
ら
れ
る
基
本
的
機

能
や
そ
の
役
割
、
整
備
に
向
け
た
基

本
的
な
方
向
性
を
整
理
し
た
上
で
、

基
本
理
念
及
び
基
本
方
針
を
作
成
す

る
と
い
う
の
が
ま
ず
主
眼
と
な
っ
て

い
る
。
そ
の
整
理
の
過
程
で
、
庁
内

年
間
、
何
人
く
ら
い
の
職
員
が

育
児
休
業
を
取
得
さ
れ
る
の
か
。

令
和
６
年
３
月
時
点
の
育
児
休

業
取
得
者
は
、
14
名
で
、
男
女
の
内

訳
は
、男
性
１
名
、女
性
13
名
で
あ
る
。

育
児
ま
た
は
介
護
を
行
う
職
員

の
早
出
遅
出
勤
務
の
取
得
に
偏
り
が

出
た
場
合
、
窓
口
業
務
に
支
障
は
無

い
の
か
。

支
障
が
生
じ
る
こ
と
の
無
い
よ

う
、
所
属
長
が
勤
務
時
間
の
割
り
振

り
を
行
い
、
早
出
勤
務
に
よ
る
開
庁

前
の
窓
口
業
務
に
つ
い
て
は
、
調
査

や
報
告
等
の
事
務
処
理
に
従
事
す
る

こ
と
に
な
る
。

幸
手
市
職
員
の
育
児
休
業
等

に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改

正
す
る
条
例 
（
議
案
第
３
号
）

令
和
６
年
度
幸
手
市
一
般

会
計
予
算 

（
議
案
第
25
号
）

幸
手
市
職
員
の
勤
務
時
間
、

休
日
及
び
休
暇
に
関
す
る
条
例

の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 

（
議
案
第
4
号
）

総
務
常
任
委
員
会

問

問問

問問

問

問 答答

答

答答答

答
幸
手
市
職
員
の
給
与
に
関
す

る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る

条
例 

（
議
案
第
34
号
）
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こんな審査がされました

医
療
費
無
償
化
の
対
象
年
齢
を

15
歳
か
ら
18
歳
に
引
き
上
げ
る
本
事

業
の
開
始
日
を
４
月
１
日
で
は
な
く

10
月
１
日
に
し
た
理
由
は
。

受
給
者
証
カ
ー
ド
の
変
更
や
シ

ス
テ
ム
改
修
、
16
歳
か
ら
18
歳
の
方

の
口
座
登
録
等
の
準
備
に
約
６
ヶ
月

間
を
見
込
ん
で
い
る
。

上
高
野
小
学
校
に
あ
る
放
課
後

児
童
ク
ラ
ブ
「
た
け
の
こ
児
童
ク
ラ

ブ
」
と
、
今
回
設
立
す
る
「
き
の
こ

児
童
ク
ラ
ブ
」
を
２
つ
に
す
る
理
由

は
何
か
。

放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
は
、
定
員

40
名
程
度
が
理
想
で
あ
る
と
い
う
こ

と
が
国
や
県
か
ら
示
さ
れ
て
お
り
、

周
辺
と
聞
い
た
が
具
体
的
な
地
域
は
。

行
幸
、
香
日
向
、
長
倉
地
域
に

な
る
。運

動
習
慣
プ
ロ
グ
ラ
ム
業
務
委

託
料
は
具
体
的
に
は
ど
う
い
う
も
の
か
。

働
き
盛
り
世
代
か
ら
個
人
の
健

康
状
態
に
応
じ
た
運
動
が
継
続
で
き

る
よ
う
に
運
動
習
慣
プ
ロ
グ
ラ
ム
を

提
供
す
る
内
容
と
な
っ
て
い
る
。

ド
ロ
ー
ン
操
縦
士
養
成
受
講
料

44
万
円
は
何
人
分
を
想
定
し
て
い
る

の
か
。１

名
分
で
あ
る
。
な
お
、
幸
手

市
職
員
に
は
、
現
在
３
名
の
ド
ロ
ー

ン
操
縦
士
が
お
り
、
災
害
時
に
ド

ロ
ー
ン
を
使
用
し
て
情
報
収
集
を
メ

イ
ン
と
し
て
の
活
動
を
し
て
い
る
。

水
泳
指
導
業
務
委
託
料
の
内
容

と
は
。プ

ー
ル
施
設
が
老
朽
化
に
よ
っ

て
、
使
用
が
難
し
い
と
い
う
こ
と
に

な
っ
た
上
高
野
小
学
校
、
吉
田
小
学

校
、
八
代
小
学
校
、
長
倉
小
学
校
に

つ
い
て
、
民
間
の
施
設
を
利
用
し
て

水
泳
授
業
を
委
託
し
て
行
う
も
の
で

あ
る
。   

現
在
59
名
の
児
童
が
い
る
た
め
、
２
つ

に
分
け
て
運
営
す
る
こ
と
と
し
た
。

 

低
所
得
世
帯
臨
時
特
別
給
付
金

が
８
６
４
万
円
減
額
に
な
っ
て
い
る

が
、
受
給
し
な
い
方
が
い
た
の
か
。

当
初
予
算
を
計
上
す
る
際
に
５

５
０
０
世
帯
を
想
定
し
て
予
算
計
上

し
て
い
た
が
、
給
付
実
績
は
５
２
１

２
世
帯
だ
っ
た
。
申
請
に
来
ら
れ
な

か
っ
た
方
も
含
め
、
実
績
に
応
じ
た

差
額
分
を
減
額
し
た
。

幸
手
小
学
校
の
家
庭
科
教
室
改

修
工
事
と
は
何
か
。

幸
手
小
学
校
の
家
庭
科
室
を
学

童
利
用
に
変
更
し
、
コ
ン
ピ
ュ
ー

タ
ー
室
を
家
庭
科
室
に
改
修
す
る
。

 
移
動
販
売
車
燃
料
費
補
助
金
の

対
象
事
業
者
の
運
行
区
域
が
西
中
区
域

文
教
厚
生
常
任
委
員
会

  

消
防
団
の
出
動
報
酬
８
千
円
が

今
回
創
設
さ
れ
た
が
、
埼
玉
県
の
最

低
賃
金
と
の
関
係
は
あ
る
の
か
。

出
動
報
酬
と
い
う
形
の
た
め
埼

玉
県
の
最
低
賃
金
と
は
関
係
な
い
。

 

保
険
税
額
は
モ
デ
ル
ケ
ー
ス
で

比
較
す
る
こ
と
は
で
き
る
の
か
。

単
身
世
帯
の
方
で
、
年
金
の
収

入
が
１
５
０
万
円
、
年
齢
が
70
歳
の

方
の
場
合
、
１
年
間
で
約
２
７
０
０

円
増
額
と
な
る
。
ま
た
年
収
が
３
５

０
万
円
の
方
で
年
齢
45
歳
、
単
身
世

帯
で
は
、
１
年
間
で
２
万
７
８
０
０

円
増
額
に
な
る
。

幸
手
市
消
防
団
員
の
定
員
、

任
免
、
給
与
、
服
務
等
に
関

す
る
条
例
の
一
部
を
改
正

す
る
条
例 

（
議
案
第
６
号
）

幸
手
市
子
ど
も
医
療
費
支
給

に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改

正
す
る
条
例 

（
議
案
第
13
号
）

令
和
５
年
度
幸
手
市
一
般

会
計
補
正
予
算（
第
９
号
）

 

（
議
案
第
20
号
）

令
和
６
年
度
幸
手
市
一
般

会
計
予
算 

（
議
案
第
25
号
）

幸
手
市
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ

設
置
条
例
の
一
部
を
改
正
す

る
条
例 

（
議
案
第
14
号
）

幸
手
市
国
民
健
康
保
険
税
条

例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

 

（
議
案
第
7
号
）

問問

問

問問

問問

問

問問

答答

答

答答答

答

答

答答
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こんな審査がされました

今
後
の
展
望
に
つ
い
て
は
、
こ

ち
ら
で
想
定
し
て
い
る
の
が
、
企
業

で
２
社
、
そ
の
他
で
介
護
施
設
と
病

院
等
を
回
っ
て
、
登
録
の
事
業
者
数

を
増
や
し
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い

る
。

地
域
お
こ
し
協
力
隊
活
動
補
助

金
の
内
容
は
。

農
業
者
の
高
齢
化
お
よ
び
担
い

手
不
足
の
対
策
の
ひ
と
つ
と
し
て
、

県
外
都
市
部
か
ら
移
住
し
て
、
農
業

で
生
計
を
立
て
る
こ
と
を
目
指
す
新

規
就
農
者
を
協
力
隊
と
し
て
任
用

し
、
市
内
の
農
家
の
も
と
で
農
業
研

修
や
幸
手
産
農
産
物
の
Ｐ
Ｒ
等
の
地

域
活
動
に
従
事
し
て
も
ら
い
、
将
来

的
に
は
、
新
規
就
農
し
て
い
く
こ
と

で
、
新
規
就
農
者
の
確
保
と
地
域
活

性
化
の
促
進
を
図
る
事
業
で
あ
る
。

上
船
渡
橋
架
け
替
え
工
事
の
、

事
業
年
度
は
い
つ
か
ら
い
つ
ま
で
な

の
か
。埼

玉
県
の
事
業
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル

で
は
、
令
和
３
年
度
か
ら
始
ま
り
、

令
和
９
年
度
の
完
成
予
定
で
あ
る
。

中
心
市
街
地
に
ぎ
わ
い
創
造
事

業
費
補
助
金
の
内
容
は
。

審
議
会
を
設
置
す
る
目
的
は
。

水
道
ビ
ジ
ョ
ン
の
改
定
お
よ
び

経
営
戦
略
の
見
直
し
と
い
う
２
点
で

あ
る
。組

織
と
し
て
ど
の
よ
う
な
方
が

委
嘱
さ
れ
る
の
か
。

公
募
に
よ
る
市
民
と
し
て
は
３

名
程
度
、
知
識
経
験
を
有
す
る
者
と

し
て
３
名
程
度
、
水
道
使
用
者
と
し

て
６
名
程
度
、
計
12
人
を
考
え
て
い

る
。

 

地
産
地
消
Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ
取
組
宣
言

推
進
事
業
の
補
助
金
に
つ
い
て
、
登
録

者
数
が
３
社
だ
が
、
今
後
の
展
望
は
。

市
内
の
中
心
市
街
地
の
活
性
化

を
図
る
目
的
の
た
め
に
商
工
会
の
中

に
あ
る
、
に
ぎ
わ
い
推
進
協
議
会
が

主
に
な
っ
て
、
ま
ち
の
に
ぎ
わ
い
を

ど
う
し
て
い
こ
う
か
と
い
う
基
本
方

針
に
則
り
、
事
業
を
進
め
て
い
る
と

こ
ろ
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
、
街
中

に
あ
る
、
し
あ
わ
せ
の
え
き
プ
ラ
ス

や
東
西
自
由
通
路
で
マ
ー
ケ
ッ
ト
を

や
っ
て
い
る
事
業
運
営
に
対
し
て
管

理
を
し
て
い
る
。

本
来
契
約
す
べ
き
戸
数
と
水
洗

化
戸
数
の
割
合
に
つ
い
て
。

水
洗
化
の
戸
数
は
出
て
い
な
い

が
、
水
洗
化
率
と
し
て
は
、
令
和
４

年
度
決
算
で
83
％
が
接
続
さ
れ
て
い

る
状
況
で
あ
る
。

建
設
経
済
常
任
委
員
会

  

水
道
法
の
一
部
改
正
に
伴
い
、

厚
生
労
働
省
か
ら
国
土
交
通
省
に
権

限
が
移
管
さ
れ
る
背
景
に
つ
い
て
。

水
道
事
業
は
公
衆
衛
生
と
い
う

部
分
か
ら
始
ま
っ
た
経
緯
が
あ
る
。

公
衆
衛
生
と
い
う
観
点
か
ら
施
設
や

配
管
な
ど
、
い
わ
ゆ
る
イ
ン
フ
ラ
に

趣
が
置
か
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ

の
イ
ン
フ
ラ
が
下
水
道
事
業
に
リ
ン

ク
し
て
い
る
の
で
、
水
道
事
業
の
施

設
部
分
に
つ
い
て
は
下
水
道
事
業
の

所
管
省
庁
で
あ
る
国
土
交
通
省
に
移

管
す
る
も
の
で
あ
る
。

　

ま
た
、
水
質
検
査
は
公
衆
衛
生
で

は
な
く
、
水
質
の
検
査
と
い
う
こ
と

で
環
境
省
に
移
管
さ
れ
る
も
の
で
あ

る
。

　

従
っ
て
、
幸
手
市
の
水
道
事
業
に

大
き
な
変
更
が
あ
る
も
の
で
は
な

い
。 幸

手
市
手
数
料
条
例
の
一
部

を
改
正
す
る
条
例

 
（
議
案
第
15
号
）

幸
手
市
水
道
事
業
審
議
会

条
例

 

（
議
案
第
18
号
）

令
和
６
年
度
幸
手
市
公
共
下
水
道

事
業
会
計
予
算

 

（
議
案
第
31
号
）

問

問問問

問問

問

問

答

答答

答答

答答

令
和
６
年
度
幸
手
市
一
般

会
計
予
算 

 

（
議
案
第
25
号
）

答

（7） 〔市議会だよりさって〕No.110




